
 

            

（一社）長野県臨床検査技師会 出前講座派遣事業実施要領 

 

作成：平成 24年 1月 21日 

改定：平成 25年 8月  1日 

      平成 29年 6月  4日 

 

１ 事業名 

   出前講座 派遣事業 

 

２ 目的 

   地域住民等からの要請に応じて会員が出向き、臨床検査を中心とする医療に関する講演等を行い、地域

住民への臨床検査の知識・普及を図ることを目的とする。 

 

３ 事業主体 

   一般社団法人長野県臨床検査技師会 

 

４ 事業内容 

 （１）派遣会員の募集 

   会報等により募集を図り、会員からの講師登録申請書により受付後、一定の審査（講師選考基準参照）

を経て当会の派遣講師とする。 

 （２）派遣講師の選考及び登録 

内規により定めた講師選考基準により、年齢、職歴、学術実績、技師会活動歴等により選考する。 

 （３）出前講座内容、登録講師などを長臨技のホームページやリーフレットにより、市町村を始め地域住民

に派遣事業を広報する。 

 （４）講演の要請を受け、派遣講師が講演を行い、その結果の講演等事業報告書を長臨技社会福祉理事まで

提出する。なお、日時等の調整は当事者同士による。 

 （５）講師の交通費、資料代は派遣を要請した側が負担し、講師料として長臨技が１回 5,000円を負担する。

長臨技は講演等事業報告書を受理し、確認したのち実施者に支払うものとする。 

 

５ スケジュール 

 （１）派遣講師の募集     平成 25年 8月 1日 から随時 

 （２）事業の広報       平成 25年一定数の講師登録が完了して から 

（３）派遣受付の開始と実施  平成 25年事業の広報開始日 から 

 

６ 事業費   

 （１）講師料 5,000円×20回  10万円 

 （２）広告費  リーフレット 10円×10000枚 10万円 

 

７ 事業による効果 

  長臨技及び臨床検査技師の社会的な認知度を高めるとともに公益事業として実績に繋がる。 

 

８ 保険 

  事業実施に係る移動及び講演中に起こった事故、けがなどは、日臨技の全員加入保険より対応する。 



 

 

＊講師選考基準 

１ 礼儀規律を遵守し依頼者の趣旨に沿った講演を行うことができると認められる者 

２ 会長、副会長、常務理事の経験者であり、県民に広く技師会活動や臨床検査について普及啓発活動ができ

ると認められる者 

３ 検査部門の技師長、係長等の役職にある者で学術または管理運営等の実績のある者 

  関連する学会発表３回以上または論文１編以上の投稿実績のある者が望ましい。 

４ 専門認定を取得している技師で、認定後の専門分野の業務経験が３年以上ある者 

 

 

＊運用にあったって 

１  出前講座の対象は、長臨技以外の一般団体に対して行った場合に適応する。 

２  長臨技企画のイベントは、出前講座の講師を依頼しても通常の技師講師の扱いで対応する。 

３  出前講座の登録講師は、出前講座でも長臨技関連依頼でも、講師として対応することは本人の自由である。 

 

 

 

以上 



         長臨技 出前講座 派遣事業 講師登録申請書 

氏名  

フリガナ  

技師会会員番号  

所属施設  

住所  

所属部門・役職  

技師会役員歴  

取得している認定資格  

認定資格取得月日  

連絡先 TEL  

連絡先 E-Mail  

出前講座登録内容 

 

例：冬の感染症対策 

例：臨床検査データの読み方 

 

 

 

 

 

 

 

その他 

 

講師依頼について、配慮してほ

しいこと等記入してください。 

 

 

 

 

 

 

 

申請先：医療法人仁雄会 穂高病院 検査科 横山里美 

〒399-8303  安曇野市穂高 4634      

TEL：(0263)82-2474  FAX：(0263)50-6530 


